
亀 山 市 告 示 第 １ ２ １ 号  

亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 第 ２ ８ 条 第 １ 項 第 １ 号 該 当 者 に 係 る 減

免 取 扱 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 ２ 年 ６ 月 ５ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 第 ２ ８ 条 第 １ 項 第 １ 号 該 当 者 に 係

る 減 免 取 扱 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示  

 

亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 第 ２ ８ 条 第 １ 項 第 １ 号 該 当 者 に 係 る 減

免 取 扱 要 綱 （ 平 成 ２ １ 年 亀 山 市 告 示 第 １ １ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 第 １ 項 の 表 そ の 他 特 別 の 事 情 に よ り 著 し く 納 税 の 能 力 を 欠

き、又は失った者の部（２）の項中「破産法（大正１１年法律第７１

号 ） 」 を 「 破 産 法 （ 平 成 １ ６ 年 法 律 第 ７ ５ 号 ） 」 に 、 「 破 産 宣 告 」

を 「 破 産 手 続 開 始 決 定 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 を 削 る 。  

附  則  

 こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 


